
1 
 

2021 年 5 月更新 
 

原稿の受付と査読等の手続きについて 

 
１．はじめに 
 この文書は、川崎医療福祉学会誌編集委員会（和文誌、英文誌）における原稿の受付と査読および

刊行に至る手続きについて記したものです。投稿者・査読者・会員の皆さまに現行の手続きをご説明

し、見通しを持っていただくことを目的としています。なお、実情に合わせて適宜修正していきます

ので、あらかじめご了承ください。 
 
２．エントリーの受付 
 川崎医療福祉学会誌編集委員会では、現在、和文誌・英文誌ともに年 2 回刊行しており、それぞれ

7 月末と１月末を締切としてエントリー（投稿申込）をしていただいています。期限内にエントリー

のなかった原稿は受け付けていません。なお、申込本数には制限を設けていませんので、和文誌・英

文誌とも、同時に複数の論文を投稿することができます。 
 
３．原稿の受付 
 エントリー受付期限の約 2 ヶ月後（3 月、9 月）に提出期限を設け、事務局にて投稿原稿を受け付

けています。原稿は、指定のフォーマット（テンプレート）を使用して作成するようお願いしていま

す。原稿が提出されたら、執筆規程に沿っているか（分量が制限の範囲から逸脱していないか、必要

な情報があるか、書式に大きな齟齬がないか等）を確認し、受稿しています。なお、大幅な不備があ

る場合は、査読に先だって原稿を差し戻し、修正をお願いすることがあります。 
 
４．査読者および担当編集委員の決定 
 原稿の内容と著者の査読希望、および査読者の負担を勘案し、委員長と副委員長が協議して、各論

文につき査読者 1 名および担当編集委員１名の案を作成し、編集委員会にて決定しています。査読者

はその論文の主題に対して、できるだけ専門性の高い人を選定しています（以下適宜「専門性にもと

づく査読者」等と表記）。担当編集委員は、所属学科からの投稿を優先的に割り当てていますが、特定

学科からの投稿本数が多い場合など、他学科からの投稿論文も担当することもあります。 
 
５．査読の依頼 
 編集委員会にて担当編集委員と査読者（候補）が決まったら、担当編集委員より査読者に依頼をお

こなっています。もしも万一査読をお引受けいただけない場合は、担当編集委員と委員長・副委員長

が協議し、速やかに別の査読者を選定して依頼しています。査読をお引受けいただけたら、原則とし

て 2週間以内に査読結果を提出していただきます。遅延があれば、担当編集委員から督促しています。 
 
６．査読の体制 
 査読は、専門性にもとづき選定された査読者と担当編集委員の 2 名体制で、それぞれが原稿を確認

し、採用か再審査か、修正を要するか否かの判断をおこなっています。担当編集委員も査読の任を担

います。ただし、必ずしも専門性が合致しない場合もありますので、その場合は最低限形式面のチェ

ックをおこない、専門性にもとづく査読者の判断を尊重して査読結果を提出しています。 
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７．査読の内容 
 査読者は、事務局より提供される査読票に準拠して、採用・再査読・不採用の判断ならびに要修正

箇所の指摘をおこないます。査読は匿名でおこなわれます。査読者には査読のガイドラインが別途提

示され、ピアレビューの観点からのコメントをお願いしています。原稿や図表の作成時に著者の専門

分野の慣行が反映される場合がありますが、執筆規程の範囲内に収まるよう、ご指摘をいただきます。 
 
８．査読結果の通知 
 専門性にもとづき選定された査読者と担当編集委員の査読結果が揃ったら、担当編集委員は事務局

に提出します。そして、委員長・副委員長が両者を確認し、編集委員会としての著者への通知内容を

決定します。なお、主に原稿の形式面で、査読者が指摘していないが修正を要する事柄がある場合、

委員長・副委員長が別途コメントを加えることがあります。 
 
９．第三の査読者を立てる場合 
 専門性にもとづき選定された査読者と担当編集委員の２名以外に、第三の査読者を立てる場合があ

ります。主に、査読者と担当編集委員とで採否についての判断が大きく分かれる場合（たとえば一方

が不採用、他方が採用など）や、倫理面で慎重な判断を要すると考えられる場合などです。なお、第

三の査読者を立てる場合、委員長・副委員長・担当編集委員の三者で協議します。また、査読結果の

著者への通知が遅れることになりますので、著者には事務局より遅延の可能性を伝えます。 
 
10．著者による修正と再査読 
 査読結果に要修正事項が含まれていた場合、著者は必要な修正をおこない、2 週間以内に、各指摘

に対応したそれぞれの修正箇所（〇頁△行目）と具体的な修正内容を記した文書、および修正箇所を

ハイライト表示にした修正原稿を、編集事務局に提出していただきます。修正原稿一式は担当編集委

員に届けられ、査読者が確認不要とした場合を除き、担当編集委員と査読者が再度査読をおこないま

す。なお、2 回目以降の再修正・再査読については、原則として 1 週間以内の提出とさせていただき

ます。 
 
11．査読期間および回数の制限 
 和文誌・英文誌とも年 2 回の刊行時期が設定されていますので、大幅な刊行遅延が生じないように

する必要があります。特に各巻第 2 号は、経理上、年度内の刊行が不可欠となります。そこで、各号

への採用と判定される査読期限を第 1 号が 6 月 20 日、第 2 号が 12 月 20 日とします（土日と重なる

場合はその翌日）。期限を超えた場合、査読は継続しますが、採用されても次号への掲載となります。

但し、査読回数は 3 回までとさせていただきます。所定の査読回数で採用に至らない論文は、いった

ん査読を打ち切り、著者に差し戻します。 
 
12．差し戻された論文の再投稿 
所定の査読期間および回数の範囲内で採用に至らなかった論文は、次号に再度エントリーのうえ、

投稿していただくことができます（注：自動的に次号で査読が再開されるわけではありません）。その

場合、以前投稿して査読未了により差し戻された論文であることを事務局にお伝えください。なお、

査読の過程で著者が自主的に取り下げをおこなった論文についても、同様に再エントリーが可能です。 
 
13．原稿の採用から刊行まで 
 所定の査読期間内に原稿が「採用」された場合、最終原稿ならびに必要なファイルを提出していた

だき、刊行のための準備に入ります。著者校正は 1 回で、担当編集委員にも確認をしていただきます。

その後、第 2 校以降は、原則として事務局と委員長・副委員長のみによるチェックに移行します。別

途、抜き刷りの作成がおこなわれますので、事務局と著者とでやりとりをしていただきます。 以上 
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